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(57)【要約】
【課題】医療用溶液を調製するための方法及び装置を従
来技術と比べて簡素化すること。
【解決手段】本発明は、少なくとも１つの第１の液体成
分及び少なくとも１つの第２の液体成分から医療用溶液
を調製するための方法に関し、第１の成分及び第２の成
分は、それぞれの輸送手段によって輸送されて混合溶液
が得られ、輸送手段は、第１及び第２の成分の濃度の変
調が行われるように操作され、混合溶液の電導度又は電
導度と相関するパラメータは、測定点において測定され
、濃度の変調は、測定電導度又は電導度と相関するパラ
メータの変調が生じないか又は特定の所望の変調が生じ
るような所望の状態で行われる。本発明は、さらに、医
療用溶液を調製するための装置、並びにかかる装置を有
する血液処理デバイスに関する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの第１の成分及び少なくとも１つの第２の成分から医療用溶液を調製す
るための方法であって、前記第１の成分及び前記第２の成分は、液体として存在し、それ
ぞれの輸送手段によって輸送されて混合溶液を得る方法において、
　前記輸送手段は、前記第１及び第２の成分の濃度の変調が行われるように作動し、
　前記混合溶液の電導度又は電導度と相関するパラメータが測定点において測定され、
　前記成分の前記濃度の変調は、前記混合溶液の測定電導度又は電導度と相関するパラメ
ータの特定の所望の変調が生じるか又は変調が生じないような所望の状態で行われる、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記混合溶液の前記測定電導度又は電導度と相関する前記パラメータの測定値の評価が
実行され、変調の発生、又は所望の変調からの差異に基づいて、エラー状態に対する結論
が導き出される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　エラー状態の種類から、その濃度がこの成分についての期待値と異なる成分に対する結
論が導き出される、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記医療用溶液が透析溶液であること、及び／又は、前記第１の成分が塩基濃縮物であ
り、前記第２の成分が酸濃縮物である、
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１又は第２の成分の電導度又は電導度と相関するパラメータの測定は実行されな
い、
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定点を通過する前記成分の逐次的な輸送は行われない、
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　どの成分の濃度がこの成分についての期待値と異なるかについての判定が、前記混合溶
液の測定電導度若しくは前記混合溶液の電導度と相関するパラメータの変調の振幅から、
及び／又は、前記混合溶液の平均測定電導度若しくは電導度と相関する混合溶液のパラメ
ータの平均値から、及び／又は、前記輸送手段の刺激に対する、前記混合溶液の測定電導
度若しくは電導度と相関する前記混合溶液のパラメータの変調の位相シフトから、下され
る、
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１及び第２の成分の濃度の変調は、正弦波形態で行われる、
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　第１の成分を輸送するための第１の輸送手段と、第２の成分を輸送するための第２の輸
送手段とを有するとともに、前記輸送手段と連通する少なくとも１つの主ラインを有し、
前記成分が前記輸送手段によって前記主ライン内へ輸送されて主ライン内で混合溶液が作
り出されるように構成された医療用溶液を調製するための装置において、
　前記混合溶液の電導度又は電導度と相関するパラメータを測定するためのセンサが前記
主ライン内に設けられ、前記輸送手段が、前記混合溶液の測定電導度又は電導度と相関す
る測定パラメータの変調が生じないか又は特定の所望の変調が生じるような所望の状態で
、前記成分の濃度の変調が行われるように構成されている、
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　ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記装置は、前記センサによって検出された信号が供給される評価ユニットを有し、前
記評価ユニットは、変調、又は、所望の変調と異なる、前記混合溶液の測定電導度若しく
は電導度と相関するパラメータの変調が見いだされたときに、エラー状態に対する結論を
導き出すことができるように構成されたことを特徴とする、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記評価ユニットは、エラー状態の種類から、どの成分の濃度がこの成分についての期
待値と異なるかを判定することができるように構成されている、
　請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記混合溶液の電導度又は電導度と相関するパラメータを測定するために厳密に１つの
センサを設けられている、
　請求項９ないし１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１又は第２の成分の電導度又は電導度と相関するパラメータの測定のためのセン
サを設けられず、及び／又は、前記輸送手段は、前記第１及び第２の成分の濃度の変調が
正弦波形態で行われるように構成されている、
　請求項９ないし１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記評価ユニットは、どの成分の濃度がこの成分についての期待値と異なるかについて
の判定が、前記混合溶液の測定電導度若しくは電導度と相関する前記混合溶液のパラメー
タの変調の振幅から、及び／又は、前記混合溶液の平均測定電導度、若しくは電導度と相
関する前記混合溶液のパラメータの平均値から、及び／又は、前記輸送手段の刺激に対す
る、前記混合溶液の測定電導度若しくは電導度と相関する前記混合溶液のパラメータの変
調の位相シフトから、下されるように構成されている、
　請求項１０ないし１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　請求項９ないし１４のいずれかに記載の装置を有することを特徴とする、血液処理デバ
イス、特に透析器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの第１の液体成分及び少なくとも１つの第２の液体成分から
医療用溶液を調製するための方法及び装置に関し、ここで第１の成分及び第２の成分は、
少なくとも１つの輸送手段を用いて各々輸送されて少なくとも１つの混合溶液を得る。
【背景技術】
【０００２】
　一方が酸濃縮物及び他方が塩基濃縮物である２つの成分から透析溶液を調製することは
従来技術から公知である。両成分の濃度を監視しなければならない。これは、温度測定と
共に電導度センサが設けられた公知のデバイスにおいて行われ、成分の各々について電導
度の温度依存性が考慮される。
【０００３】
　濃縮物である成分の輸送は、濃縮ポンプによって行われる。判定された電導度の値が所
望の値と異なる場合、デバイスの警報が生じる。
【０００４】
　上述のように、以下で「部分成分」とも呼ばれる成分の濃度は、典型的には個別の電導
度センサによって検出され、それぞれの所望の値との差異を、総濃度、すなわち成分を含
有する混合溶液の濃度とは独立に検出することができるようになっている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この公知の手順の短所は、成分ごとにセンサセルが必要とされることである。随意に、
混合溶液の電導度を測定するための更なるセンサセルが更なる保護システムとして用いら
れるので、全体として比較的複雑な構造になる。
【０００６】
　本発明の基礎をなす目的は、医療用溶液、特に血液透析に用いられるような透析溶液を
調製するための方法及び装置を従来技術と比べて簡素化することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は、請求項１の特徴を有する方法並びに請求項９の特徴を有する装置によって
達成される。
【０００８】
　本発明によれば、輸送手段は、第１及び第２の成分の濃度の変調が行われるように操作
され、混合溶液の電導度、又は電導度と相関する混合溶液のパラメータは、少なくとも１
つの測定点、好ましくは厳密に１つの測定点において測定されることが規定され、ここで
、濃度の変調は、混合溶液の又は電導度と相関する混合溶液のパラメータの特定の変調（
所望の変調）が生じるか又は変調が生じないような所望の状態で行われる。
【０００９】
　それゆえ本発明の基礎をなす思想は、塩基濃縮物及び酸濃縮物のような成分を、混合溶
液中の第１の成分及び第２の成分の濃度が経時的に可変であるように輸送することである
。
【００１０】
　少なくとも２つの成分のこの変調は、総電導度又はそれと相関する総濃度、すなわち混
合溶液の電導度又は濃度が、いかなる変調も有さないように、すなわち経時的に一定であ
るように、又は、全く特定の所望の変調を有するように、実行することができる。
【００１１】
　混合溶液の測定電導度、又はそれと相関する、混合溶液の総濃度などのパラメータの評
価の過程で、それが変調されているか又はその変調が所定の所望の変調と異なることが見
いだされた場合、エラー状態に対する結論を導き出すことができる。これは、例えば、両
成分のうちの一方が混合溶液中に高すぎる又は低すぎる濃度で存在することを含み得る。
【００１２】
　第１及び第２の溶液の濃度の変調は、混合溶液中で電導度若しくは濃度又はそれらと相
関するパラメータの時間的変動が生じないように実行されることが特に有利である。この
とき、この所望の状態とは異なり、電導度又はそれと相関するパラメータが変調されてい
ること、すなわち時間的に一定ではないことが見いだされた場合、エラー状態に対する結
論を導き出すことができる。
【００１３】
　したがって、混合溶液の測定値の評価を、この値の変調が存在するか否かに関して実行
することができる。存在する場合、エラー状態に対する結論を下すことができる。
【００１４】
　同様のことが、所望の状態を表す、混合溶液の総濃度、電導度等の全く特定の所望の変
調が設定され、このとき実際の変調が所定の所望の変調とは異なることが見いだされた場
合にも、それに応じて適用される。この場合にも、エラー状態に対する結論を下すことが
できる。
【００１５】
　本発明の有利な実施形態において、エラー状態の種類から、その濃度が期待値と異なる
成分に対する結論を導き出すことができる。それゆえ結論は、一般的にエラー状態に対し
て、すなわち所望の状態と異なる状態に対して導き出されるのみならず、複数の成分のう
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ちのどれが所望の値と異なる濃度で存在するかを判定することができる。
【００１６】
　本発明は、混合溶液を調製するための厳密に２つの溶液の使用に限定されず、２つより
多くの溶液も使用することができることを、この時点で指摘しておく。
【００１７】
　混合溶液は、投与可能な完成した医療用溶液、特に透析溶液であり得るが、１つ又はそ
れより多くの更なる物質を添加してはじめて完成した医療用溶液、特に透析溶液になる溶
液であってもよい。
【００１８】
　本発明による方法は、溶液を調製するための装置に患者が繋がれていない間に実行する
ことができる。患者が装置に繋がれている間の溶液のオンライン調製の意味で方法が実行
される場合も、本発明によって包含される。
【００１９】
　第１の成分は、塩基濃縮物であり得、第２の濃縮物は、酸濃縮物であり得る。塩基濃縮
物は、ｐＨ＞７及びバッファーを有し、酸濃縮物は、ｐＨ＜７及び生理学的に適合性の酸
を有する。一方又は両方の成分が、電解質及び随意に浸透剤を含むことができる。
【００２０】
　本発明は、単一の電導度測定セルを用いて、又は、濃度、若しくは濃度若しくは電導度
と相関するパラメータの測定に適した唯一の単独のセンサのみを用いて、部分成分の生理
学的性質の監視を可能にする。加えて、このセル又はセンサは、混合溶液の電導度又は濃
度を監視するために使用することができる。
【００２１】
　それゆえ本発明の有利な実施形態は、第１又は第２の成分の電導度又は電導度と相関す
るパラメータの測定を実行せず、混合溶液のパラメータ、特に電導度の検出のみを実行す
ることである。
【００２２】
　測定点を通過する成分の逐次的な輸送は好ましくは規定されず、なぜなら本発明の好ま
しい実施形態において、混合溶液の測定された性質から、エラー状態にある成分に対する
結論を導き出すことができるからである。
【００２３】
　どの成分の濃度がこの成分についての期待値と異なるかについての判定を、以下のパラ
メータの１つ又はそれより多くから、下すことができる。
　・混合溶液の測定電導度又は電導度と相関する混合溶液の測定パラメータの変調の振幅
；
　・混合溶液の平均測定電導度、又は電導度と相関する混合溶液のパラメータの平均値；
　・輸送手段の刺激に対する、混合溶液の測定電導度又は電導度と相関する混合溶液の測
定パラメータの変調の位相シフト。
【００２４】
　最後に述べた選択肢に関して、成分に対する、好ましくはポンプとして構成される、ア
クチュエータ又は輸送手段の刺激が検出される。
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態において、第１及び第２の成分の濃度の変調は、正弦波様式
で行われる。
【００２６】
　本発明は、さらに、医療用溶液を調製するための装置に関し、上記装置は、第１の成分
を輸送するための少なくとも１つの第１の輸送手段と、第２の成分を輸送するための少な
くとも１つの第２の輸送手段とを有するとともに、輸送手段と連通する少なくとも１つの
主ラインを有し、上記成分が輸送手段によって主ライン内へ輸送されて主ライン内で少な
くとも１つの混合溶液が作り出されるようになっており、混合溶液の電導度又は電導度と
相関するパラメータを測定するための、少なくとも１つの、好ましくは厳密に１つのセン
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サが主ラインに設けられ、輸送手段は、混合溶液の測定電導度又は電導度と相関する混合
溶液の測定パラメータの特定の所望の変調が生じるか又は変調が生じないような装置の所
望の状態で、濃度の変調が行われるように構成される。
【００２７】
　装置は、好ましくは少なくとも１つの評価ユニットを有し、これはセンサに接続され、
センサによって検出された信号を評価し、評価ユニットは、変調、又は、所望の変調と異
なる、混合溶液の測定電導度若しくは電導度と相関する混合溶液の測定パラメータの変調
が見いだされたときに、エラー状態に対する結論が導き出されるように構成される。
【００２８】
　評価ユニットは、エラー状態の種類から、どの成分の濃度が期待値と異なるかを判定す
ることができるように構成することができる。
【００２９】
　上述のように、混合溶液の電導度又は電導度と相関するパラメータを測定するために、
厳密に１つのセンサを設けることが好ましい。
【００３０】
　第１若しくは第２の成分の個々の電導度又は電導度に相関する個々のパラメータを測定
するためのセンサは、省かれることが好ましい。
【００３１】
　評価ユニットは、どの成分の濃度がこの成分についての期待値と異なるかについての判
定が、測定電導度若しくは電導度と相関するパラメータの変調の振幅から、及び／又は、
平均測定電導度、若しくは電導度と相関する混合溶液のパラメータの平均値から、及び／
又は、輸送手段の刺激に対する、測定電導度若しくは電導度と相関する混合溶液のパラメ
ータの変調の位相シフトから、下されるように構成されることが好ましい。
【００３２】
　輸送手段の変調との比較のために、対応するセンサ又はその他の検出手段が設けられ、
この変調、すなわちポンプなどの刺激を検出する。
【００３３】
　好ましい実施形態において、第１及び第２の成分の濃度の変調は、正弦波様式で行われ
る。
【００３４】
　本発明は、さらに、好ましくは血液透析処理を実行するための、血液処理装置、特に透
析器に関し、ここで血液処理装置は、医療用溶液を調製するために少なくとも１つの本発
明による装置を有する。
【００３５】
　本発明の更なる詳細及び利点は、図面に示された実施形態を参照して、より詳細に説明
される。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】成分Ａ及びＢの総電導度、並びに総電導度に対する成分Ａ及びＢの個別の電導度
の寄与である。
【図２】４つの異なる状態Ａ～Ｃについての、成分Ａ及びＢの総電導度、並びに総電導度
に対する成分Ａ及びＢの個別の電導度の寄与である。
【図３】成分１からＮまでを含み、混合溶液の総電導度を測定するための電導度測定セル
を備えた、多成分システムの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１から、総電導度１００、すなわち成分Ａ及びＢで構成された混合溶液の電導度の時
間展開を経時的に見ることができる。さらに、成分Ａ及びＢの電導度（ＬＦ［＝電導度］
成分Ａ、ＬＦ成分Ｂ）の時間展開は、成分Ｂの電導度の値（ダッシュ線において示す）が
成分Ａの電導度の値に加算されて、時間的に一定の総電導度１００が得られるように示さ
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れている。
【００３８】
　実施形態は、電導度の測定に関連し、また、他のあらゆるパラメータの測定についても
考えられる。それゆえ本発明は、成分Ａ及び／若しくはＢの濃度に対する又はそれらの構
成要素に対する結論を導き出すことができるように、電導度と又は濃度と相関する、混合
溶液の他のあらゆるパラメータの測定も包含する。
【００３９】
　図１から、成分Ａ及びＢのポンプ輸送は、混合物の総電導度１００が変調を有さないよ
うに、すなわち時間的に一定になるように変調されることが分かる。それゆえ、総電導度
と相関する総濃度は時間的に一定であるのに対して、両成分の混合溶液中の成分Ａ及びＢ
の濃度は時間的に変化する。
【００４０】
　部分成分Ａ及びＢの輸送は、図１に示す実施形態において、経時的に総濃度が一定にな
るか又は総電導度が変動を有さないように、位相をπだけシフトして一定の位相で変調し
て行われる。
【００４１】
　図１に示される濃度変動又は電導度変動の振幅は、両成分Ａ及びＢについて同一である
。
【００４２】
　混合溶液を形成するか又は随意に特に水などの溶媒中に存在する、部分成分、すなわち
成分Ａ及びＢは、濃度ＣA及びＣBを有するものとし、混合溶液中の成分Ａ及びＢの個々の
電導度又は電導度寄与は、ＬＦA（ｔ）及びＬＦB（Ｔｔ）であるとすると、電導度の時間
展開について、相対振幅ｆA及びｆB並びにω変調を用いて
　　ＬＦA（ｔ）＝ＣA（１＋ｆAｓｉｎ（ωｔ））　　　（１）
　　ＬＦB（ｔ）＝ＣB（１＋ｆBｓｉｎ（ωｔ））　　　（２）
が得られる。
【００４３】
　相対振幅は、濃縮変動の絶対振幅と、混合溶液中の成分Ａ及びＢそれぞれの濃度の平均
値とから得られる、商である。
【００４４】
　目指すことが好ましい、総濃度又は総電導度の経時的に変調しないことから、
　　ＣAｆA＝－ＣBｆB　　　（３）
が得られ、ｆAについて解くと、
　　ｆA＝－ｆB（ＣB／ＣA）　　　（４）
である。
【００４５】
　成分Ｂの変調の相対振幅を例えば値０．５に固定すると、
　　ｆA＝－０．５（ＣB／ＣA）＝－０．５ｆAB　　　（５）
がさらに得られ、ここでｆAB＝ＣB／ＣAである。
【００４６】
　成分Ａの相対振幅ｆAは、このようにして、混合溶液中の成分ＢとＡとの標的濃度比、
及び成分Ｂの相対振幅ｆBから、直接得られる。
【００４７】
　測定される総電導度、すなわち個々の成分Ａ及びＢから構成される混合溶液の電導度は
、所望の状態の所望の期待される生理学的値を有することになるか、又は、期待される総
濃度、すなわち個々の成分Ａ及びＢの濃度の合計と相関することになる。このとき、式（
１）、（２）及び（５）から、上記のｆB＝０．５の例について、
　　ＬＦA（ｔ）＋ＬＦB（ｔ）＝ＣA（１－０．５（ＣB／ＣA）ｓｉｎ（ωｔ））＋ＣB（
１＋０．５ｓｉｎ（ωｔ））＝ＣA＋ＣB　　　（６）
が得られる。
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【００４８】
　混合溶液中の期待値ＣA及びＣBは時間的に一定であるので、総電導度ＬＦA（ｔ）＋Ｌ
ＦB（ｔ）に関しても時間的な一貫性（ｔｉｍｅ　ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙ）が得られる
。
【００４９】
　成分Ａ又はＢの寄与がそれぞれの添加値と異なる場合、総電導度の変調が生じる。どの
成分の濃度が期待値と異なるかに応じて、総電導度の特定の変調が発生し、すなわち総電
導度の測定値は特徴的なフィンガープリントを発生させる。それゆえ、総電導度の測定値
を参照して、どの成分が期待値と異なるかを判定することができる。
【００５０】
　成分Ｂの混合溶液中の濃度が期待値ＣBに対応せず、値ＣB’を有すると仮定し、これが
期待値ＣBの特定の分率１／αを表すとすると、
　　ＣB’＝１／αＣB　　　（７）
となる。
【００５１】
　したがって、この場合の総電導度は、式（６）から得られる値を有するのではなく、式
（５）及び（７）を考慮して、
　　ＬＦA（ｔ）＋ＬＦB（ｔ）＝ＣA（１－０．５（ＣB／ＣA）ｓｉｎ（ωｔ））＋ＣB’
（１＋０．５ｓｉｎ（ωｔ））　　　（８）
　　＝ＣA＋１／αＣB＋（１／α－１）ＣB／２ｓｉｎ（ωｔ）　　（９）
となる。
【００５２】
　それゆえ、成分Ｂの成分寄与が期待値から係数１／αだけ異なる場合、この実施形態に
おける総濃度の、すなわち２つの成分Ａ及びＢの混合溶液の電導度は、このように振幅
（１／α－１）ＣB／２で変調する。
【００５３】
　この場合の平均総電導度は、ＣA＋１／αＣBに対応するか又は相関する。
【００５４】
　成分Ａの濃度が期待値ＣAに対応せず、値ＣA’を有すると仮定し、これが期待値ＣAの
特定の分率１／βを表すとすると、
　　ＣA’＝１／βＣA　　　（１０）
となる。
【００５５】
　したがって、この場合の総電導度は、式（６）から得られる値を有するのではなく、式
（５）及び（１０）を考慮して、
　　ＬＦA（ｔ）＋ＬＦB（ｔ）＝１／βＣA（１－０．５（ＣB／ＣA）ｓｉｎ（ωｔ））
＋ＣB（１＋０．５ｓｉｎ（ωｔ））　　　（１１）
　　＝１／βＣA＋ＣB＋（１－１／β）ＣB／２ｓｉｎ（ωｔ）　　　（１２）
となる。
【００５６】
　それゆえ、成分Ａの成分寄与が期待値から係数１／βだけ異なる場合、この実施形態に
おける総濃度の、すなわち２つの成分Ａ及びＢの混合溶液の電導度は、このように振幅
（１－１／β）ＣB／２で変調する。
【００５７】
　この場合の平均総電導度は、１／βＣA＋ＣBに対応するか又は相関する。
【００５８】
　平均電導度、その振幅、及び成分輸送のアクチュエータ刺激に対する位相は、その濃度
が期待値とは異なる成分を識別する。
【００５９】
　成分同士が総濃度に対して異なる寄与を成す場合、成分間で自己補償的な差異（ｓｅｌ
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ｆ－ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｎｇ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）を識別することもできる。
【００６０】
　図２は、状態Ａにおいて、寄与Ａ及びＢの期待値に達している場合を示す。この場合、
混合溶液の総電導度１００又は総濃度は、変調を示さず、すなわち時間的に一定である。
符号１０及び２０は、混合溶液の電導度１００又は濃度に対する、部分成分Ａ（符号１０
）及びＢ（符号２０）の電導度又は濃度の寄与の時間展開を特徴づける。
【００６１】
　状態Ｂにおいて、成分Ｂの期待値２０には達しているが、成分Ａの濃度１０の実際値は
期待値を下回る。総電導度１００又は総濃度は、期待値を下回るとともに、異なっている
成分Ａの位相シフトで変調されている。
【００６２】
　状態Ｃにおいて、成分Ａの期待値１０には達しているが、成分Ｂの濃度２０の実際値は
期待値を下回る。総電導度１００又は総濃度は、期待値を下回るとともに、異なっている
成分Ｂの位相シフトで変調されている。
【００６３】
　状態Ｄにおいて、成分Ａ及びＢの両方の期待値に達していない。しかしながら、差異は
補償的であり、すなわち総寄与は、期待値に対応しており、すなわち総電導度１００又は
総濃度の平均値は、期待値に対応している。
【００６４】
　しかしながら、この場合でも、総電導度１００又は総濃度は変調されており、すなわち
時間的に一定ではない。
【００６５】
　成分Ａ及びＢの濃度寄与の差は、このようにして、変調された総濃度又は総電導度の解
析から実施されることができる。
【００６６】
　濃縮輸送ポンプの位相に対する総濃度又は総電導度の変調の位相シフトが、この解析か
ら得られる。
【００６７】
　総濃度又は総電導度の平均期待値は、異なっている成分の過剰輸送又は過少輸送を示し
、すなわち、総電導度又は総濃度の平均測定値は、異なっている成分の過剰輸送又は過少
輸送を示す。
【００６８】
　それゆえ、例えば図２の状態Ｂから、成分Ａが期待値とは異なる濃度で存在することが
分かるのみならず、この成分に関して過少輸送が存在することも分かる。
【００６９】
　図３は、成分１からＮまでの濃度の変調された輸送を伴う多成分システムを示す。すべ
ての成分は、唯一の電導度測定セル（ＬＦセル）が配置された主ラインＨにおいて輸送さ
れる。それぞれの変調は、周波数及び位相に関して成分ごとに特徴的である。この特徴は
、期待値と異なる成分の寄与の識別を可能にする。
【００７０】
　平均総電導度又は総濃度の変化をもたらさない、成分の補償的な差異であっても、濃縮
輸送ポンプの位相に対する総電導度又は総濃度の振幅の位相シフトの判定によって判定す
ることができる。
【００７１】
　本発明によれば、個々の成分、すなわち部分成分の寄与を監視するのに必要とされるの
は、唯一の単独の電導度センサ若しくは単独の濃度センサ又はそれに類したもののみであ
る。成分は、変調を伴って輸送する濃縮ポンプを介して、センサが配置されている主ライ
ンに添加される。
【００７２】
　電導度センサ又は濃度センサに代えて、成分の濃度若しくは電導度に対する、又は総濃
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度若しくは総電導度に対する結論を可能にする、任意の他のセンサを使用することもでき
る。

【図１】

【図２】

【図３】
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